
「被災者の“命”を守るために」

～ 避難所の暮らしと支援 ～

「被災者の“命”を守るために」

～ 避難所の暮らしと支援 ～

関西福祉科学大学 遠藤 洋二

宇陀市防災サポーター養成講座
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児童養護施設の児童指導員

生活保護現業員（ケースワーカー）

児童相談所児童福祉司

障害者福祉の政策立案

福祉事務所・児童相談所のSV

こんな仕事をしてきました
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教育
活動

専門分野：ソーシャルワーク・スーパービジョン・児童福祉・非行臨床・
公的扶助・災害ソーシャルワーク
学内業務：社会福祉士実習指導・福祉職公務員養成

・兵庫県児童虐待等対応専門アドバイザー
・兵庫県中央、川西こども家庭センター家庭復帰調整委員
・柏原市個人情報保護審議会、児童虐待対応強化支援員
・大阪府立修徳学院権利擁護委員
・神戸少年の町スーパーバイザー
・神戸市垂水区、兵庫県伊丹市要保護児童対策地域協議会スーパーバイザー

地域
貢献

研究
活動

・「兵庫県内の児童養護施設等社会的養護下にある児童および障害児の大
学等進学のための効果的な民間助成財団の奨学金制度のあり方について
の研究」
（公益財団法人神戸やまぶき財団委託研究）
・「『児童間性暴力“ゼロ”のためのロードマップ』策定に関する研究」（公益財
団法人日本生命財団 児童・少年の健全育成助成：実践的研究助成）
・「児童間性暴力の発生メカニズムおよびアセスメントツール開発に関する研
究」（日本学術振興会科研費研究）

専門分野と活動
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災害関連の活動

年月 項目 内容

1995年1月～ 神戸市児童相談所に勤務していた時、阪神淡
路大震災に遭遇

災害対策本部員として物資の輸送・避難所の運営等の業務に従事する
と同時に避難所における「遊びのプログラム」を実施

2011年9月～ 福祉系大学経営者協議会 東日本大震災復
興支援委員会委員長

東日本大震災で支援活動に従事した福祉専門職へ、福祉を学ぶ学生
がインタビューを行い。災害支援における福祉専門職の機能、役割を
全国に発信する取り組み

2012年6月～
2013年3月

災害時ソーシャルワークの理論化に関する研
究

みずほ福祉助成財団社会福祉助成金事業 共同研究者

2012年6月～
2013年3月

災害支援ソーシャルワークのトレーニングプロ
グラム開発に関する研究

関西福祉科学大学学内共同研究 研究代表者

2013年7月～
2014年3月

ソーシャルワーカーの“声”プロジェクト事業 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業

2015年4月～
2017年3月

災害支援活動を行ったソーシャルワー
カーの“声”の発信を通じた未来のソーシャル
ワーカー・ネットワークづくり

住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・プログラム

2018年4月～
2019年3月

大学に設置された避難所を利用する市民を支
援する人材を育成するための学習プログラム

ＪＲ西日本あんしん社会財団研究助成

2019年2月～
2020年1月

災害時要援護者支援のあり方検討会委員長 神戸市

＜著書および論文＞
「被災家族と子どもの避難所生活」（1996年7月）「子ども家庭福祉情報第11号」
「災害支援におけるソーシャルワーカーの機能、役割を考える」（2012年9月）「関西福祉科学大学心理・教育相談センター紀要第10号」
「災害ソーシャルワーク入門」（2013年8月）中央法規
「被災者の生活再建に寄り添うソーシャルワーク実践に関する一考察」（2013年11月）「人間福祉学研究第６巻第1号」
「東日本大震災被災地での活動を通した”学び”」（2016年2月）「福祉と教育第20号」
「災害ソーシャルワークの可能性」（2017年9月）中央法規



阪神淡路大震災の経験
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近年の災害（2020年7月豪雨）

2020年7月3日から31日に渡り、九州から東北地方の広い範囲に大雨が降り、3日から8日にかけて
は非常に活発な梅雨前線が九州地方から東日本にのびて停滞し、特に九州では4日から7日は記
録的大雨となった。気象庁は、熊本県、鹿児島県、福岡県、佐賀県、長崎県、岐阜県、長野県の7県
に大雨特別警報を発表し、最大級の警戒を呼びかけた。その後も前線は本州付近に停滞し、13日
から14日にかけては中国地方、26日から29日にかけては東北地方を中心に大雨となりました。
7月3日から31日までの総降水量は多いところで2,000ミリを超え、九州南部、九州北部、東海地方、
東北地方の多くの地点で24時間、48時間、72時間の降水量が観測史上一位の値を超えた。
連日に渡る大雨の影響で、多くの川で氾濫が起こった。急激な河川の水位の上昇により、熊本県人
吉市では7月3日23時に避難勧告が発令され、翌日5時15分に避難指示と命を守る行動の呼びかけ
が行われた。また、その2時間35分後の7時50分には、氾濫の発生情報が出された。全体としては、
国が管理する7水系8河川、県が管理する58水系194河川で決壊等による氾濫が発生し、極めて甚
大な被害が広範囲で発生した。
被害の内訳としては、死者数84人、行方不明者数2人、重傷者数25人、建物の全半壊等6,129棟、
浸水は6,825棟にものぼった。
また、熊本県球磨村の特別養護老人ホーム「千寿園」 において、7月4日7時頃に建物の浸水が始ま
り、全員が避難ができず、入所者14名の犠牲者が発生するという大きな被害も発生した。

https://www.fdma.go.jp/relocation/e-
college/cat63/cat38/cat27/127.html#:~:text=%E5%85%A8%E4%BD%93%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AF%E3%80%81%E5%9B%BD%E3%81%8C,%
E6%A3%9F%E3%81%AB%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%BC%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
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近年の災害（2020年7月豪雨）

球磨川流域における犠牲者数は50名にのぼりった。また、

浸水や家屋倒壊などで約7,400戸（棟）が被害を受けたほか

、7月4日昼時点で約7,800戸が停電した。電話やインターネ

ットの回線も断線し、住民への情報伝達や気象情報の収集

等に支障がでた。

2020年7月豪雨により、６地点の水位観測所で氾濫危険

水位を超過し、球磨川本川の34地点で氾濫が発生した

。堤防決壊や護岸欠損等による浸水被害が広がったほ

か、17橋梁も被災・流失した。
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近年の災害（2021年7月静岡県熱海市土石流災害）

2021年7月3日午前10時30分頃、静岡県熱海市の伊豆山地区で大規模な土砂災害が発生。この災害による被害
は、死者27名、行方不明者１名、負傷者４名、そして、住家被害は98棟に及んだ。
熱海市網代では、1日から3日24時までの72時間に、411.5mmという、７月の月降水量平年値の約1.7倍の記録的
な大雨となりました。そのような中、熱海市では土石流が発生した。土石流は、山腹、川底の石や土砂が長雨や
集中豪雨などによって一気に下流へと押し流されるものをいう。このような土石流などの土砂災害が発生しやす
い地域は「土砂災害警戒区域」や「土砂災害特別警戒区域」として指定されてた。
土砂災害は一瞬のうちに多くの人命や財産を奪う恐ろしい災害である。しかも、その発生を事前に予測すること
は非常に難しい。令和３年７月静岡県熱海市土石流災害の教訓として、土砂災害警戒区域などに指定された場
所は土砂災害の発生の可能性があること、大雨時は土砂災害の危険度が高まることを知っておく必要がある。そ
のうえで、早期に避難することが重要。
土砂災害から身を守る3つのポイント。
①住んでいる場所が、土砂災害警戒区域などに指定されていないか確認する
②雨が降り出したら、土砂災害警戒情報に注意する

土砂災害の前兆にも注意が必要。
崖や地面にひび割れができ、斜面から水が湧き出る。井戸や川の水が濁ったり、湧き水が止まる。小石がバラ

バラと落ちてくる。地鳴り・山鳴りがする。降雨が続くのに川の水位が下がる。樹木が傾いたり、立木が裂ける音
や石がぶつかり合う音が聞こえる。
③警戒レベル4で、危険な場所から全員避難

高齢者や身体の不自由な人など、避難に時間を要する方や、夜中に大雨が想定される場合は、警戒レベル3で
も避難してください。避難場所へ避難できないときは、近くの頑丈な建物の２階以上に避難する。それも難しい場
合は、家の中でより安全な場所、例えば崖から離れた部屋や２階などに避難する。

https://www.fdma.go.jp/relocation/e-college/cat63/cat38/cat71/r3-7.html
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近年の災害（2021年7月豪雨）
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災害時における要援護者支援方針（神戸市）

神戸市においては、平成７年の阪神・淡路大震災以降、災害時における要援護者支援に 取り組んできており、「
神戸市における災害時の要援護者への支援に関する条例」（平成 25 年４月施行）に基づき、共助の仕組みや地
域づくりを推進するとともに、要援護者の ための「福祉避難所」や、災害時に市の要請を受けて即時に開設し、ま
た、震度６弱以 上の地震が発生した場合には、市の要請を待たずに開設する、市独自の福祉避難所であ る「基
幹福祉避難所」の整備を進めてきた。
一方で、平成 30 年度は、大阪府北部地震や、台風・豪雨災害により土砂災害や浸水等、 市内各地で多くの災
害が発生しており、各避難所における要援護者受入体制の整理をは じめ、風水害への対応も急務であった。 こ
れら、災害時要援護者支援に関する様々な課題について検討するため、「神戸市にお ける災害時要援護者支援
のあり方検討会」を立ち上げることとした。 検討会では、平成31 年２月15 日開催の第１回から、令和２年1 月17 

日の第７回まで、 多くの議論を重ねてきた。 併せて、神戸市においても検討会の議論を踏まえた施策の検討を
進めてきた。 特に、要援護者支援を充実させていくにあたり、阪神・淡路大震災で培われた「自助・ 共助・公助」
について、災害に対する市民の意識付け、社会福祉施設等との連携、避難 所体制の整備等、取り組みを一層進
めていく必要がある。
○ 「要援護者自身が家族や支援者の助力を得ながら、日頃から災害時における避難 場所・避難行動を確認して
おくなどの『自助』の取り組み」
○ 「高齢化に伴い誰もが要援護者になりうることを踏まえて、地域における支え合 い、避難行動支援を進めるな
どの『共助』の取り組み」
○ 「基幹福祉避難所や福祉避難所、福祉避難スペースの機能を充実させるとともに 24 時間在宅人工呼吸器装
着患者や重度心身障害児者の個別計画策定を推進する などの『公助』の取り組み
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災害種別ごとの特徴（神戸市）
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要援護者支援の段階（神戸市）
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大規模自然災害における直接死と関連死

阪神淡路大震災 東日本大震災 熊本地震 西日本豪雨

発生日 2005年1月7日 2011年3月11日 2016年4月14日 2018年7月5日－8日

直接死 6,434 18,131 50 224

行方不明 2,829 8

関連死 900 3,301 197 36

※災害関連死とは
当該災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病により死亡し、災害弔慰金の支給等
に関する法律に基づき災害が原因で死亡したものと認められたもの

災害関連死のおもな原因・事例
•地震発生や余震による心的ストレスにより急性心筋梗塞を発症し亡くなる
•長時間の車中避難生活によりエコノミークラス症候群の疑いで亡くなる
•慣れない避難生活により肺炎症状になり入院先で亡くなる

災害の被害・リスクの大きさ = 危機（ハザード）× 曝露（ばくろ）× 脆弱性（ぜいじゃくせい）
•危機/ハザード（hazard）：地震や台風、火山などの自然現象そのもののこと
•曝露（exposure）：ハザードが影響する期間・規模・程度など
•脆弱性（vulnerability）ハザードに対する弱さ

（公益財団法人 日本ケアフィット共育機構HP https://www.carefit.org/liber_carefit/bousai/bousai06.php ）
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大規模自然災害における直接死と関連死

＜災害関連死の発生時期＞
東日本大震災においては、3か月以内に亡くなられた方が 1,263 名中986 名(約 78％)
熊本地震においては、3か月以内に亡くなられた方が、218 名中 177 名 (約 81％）

＜関連死者の属性＞
東日本大震災においては、60 歳以上の方が 1,263 名中 1,206 名(約 95％）
熊本地震においては、70 歳以上の方が 218 名中、169 名(約 78％）

＜関連死の要因＞
東日本大震災においては、「避難所等における生活の肉体的・精神的疲労」が 638 名と最も多く、次に「避難
所等への移動中の肉体的・精神的疲労」が 401 名
熊本地震においては、「地震のショック、余震への恐怖による肉体的・精神的負担」が 112 名と最も多く、次に
「避難所等生活の肉体的・精神的負担」が 81 名

（内閣府：災害関連死事例集 http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/kanrenshijirei.html ）

“避難所等”の被災者が災害直後から生活する環境において、高齢者等を中心とした“要援護者”に対して、“
適切な支援”を行うことによって、災害関連死を最小化できる可能性
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大規模自然災害と避難所

阪神淡路大震災 東日本大震災 熊本地震 西日本豪雨

発生日 2005年1月7日 2011年3月11日 2016年4月14日 2018年7月5日－8日

避難所数 1,152 2 ,417 855 3 ,779

避難者 316,700 470,000 183,882 28,000

避難所開設期間 7か月 2年11か月 7か月 5か月

災害対策基本法
(指定避難所の指定）
第49条の7 市町村長は、想定される災害の状況、人口の状況その他の状況を勘案し、災害が発生した場合に
おける適切な避難所（避難のための立退きを行つた居住者、滞在者その他の者（以下「居住者等」という。）を避
難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民（以下「被災住民」と
いう。）その他の被災者を一時的に滞在させるための施設をいう。以下同じ。）の確保を図るため、政令で定める
基準に適合する公共施設その他の施設を指定避難所として指定しなければならない。

（避難所における生活環境の整備等）
第86条の6 災害応急対策責任者は、災害が発生したときは、法令又は防災計画の定めるところにより、遅滞な
く、避難所を供与するとともに、当該避難所に係る必要な安全性及び良好な居住性の確保、当該避難所におけ
る食糧、衣料、医薬品その他の生活関連物資の配布及び保健医療サービスの提供その他避難所に滞在する被
災者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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フェーズ0 フェーズ1 フェーズ2 フェーズ3 フェーズ4 フェーズ5 フェーズ6

発災〜12時間 72時間まで 1週間程度まで 1週間程度〜1月程度
1月程度～3月程度ま

で
3月程度～数年程度ま

で
数年程度以降

・自己および他者の
生命、身体の保全
・緊急避難

・家族等の安否を確
認
・被災程度に応じた
緊急対応
・当面の暮らしの確
保
・家屋等財産の保全
・職務への復帰

・中期的に居住可能
な避難番所の確保
・被災（個人）の全
体的把握

・モラトリアム
・復旧、復興への模
索

・復旧、復興プラン
の明確化

・新たな暮らしの模
索

・新たな暮らしの構
築

フェーズ 発災直後 超急性期 急性期 亜急性期 慢性期 中長期

ニーズ

フェーズ 危機回避期 緊急避難期 生活再建期 復興期

ニーズ

脱緊急避難期（避難生活期）

フェーズ

時間的経過

被災者の状況

医療支援

福祉支援

人工透析、人口呼吸等在宅患者等へのアプローチ

慢性疾患治療・健康管理等公衆衛生的アプローチ

慢性疾患治療・健康管理等公衆衛生的アプローチ

復旧、復興支援・コミュニティ再生支援 etc

危機回避支援・状況への介入・安否確認・ハイリスク
要援護者への支援

要援護者の発見・避難所、在宅避難者支援・福祉サービスの復旧支援

ボランティアコーディネーション・アウトリーチ etc

災害支援のフェーズ
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避難所運営業務における対策項目一覧

１．避難所運営体制の確立 

２．避難所の指定 

３．初動の具体的な事前想定

４．受援体制の確立 

５．帰宅困難者・在宅避難者対策 

６. 避難所の運営サイクルの確立

７．情報の取得・管理・共有

８．食料・物資管理 

９．トイレの確保・管理

１０．衛生的な環境の維持

１１．避難者の健康管理

１２．寝床の改善 

１３．衣類

１４．入浴 

１５．配慮が必要な方への対応

１６．女性・子供への配慮

１７．防犯対策 

１８．ペットへの対応  

避難所の解消 １９．避難所の解消に向け向け

平時

発災後

 ニーズへの対応

（内閣府：避難所運営ガイドライン
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pd
f/1604hinanjo_guideline.pdf）
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災害支援を学ぶ

◆東日本大震災時、応援職員としてX市へ派遣されたA市職員の言葉

津波と地震では被災地の様相が全く違い、阪神淡路大震災の経験が全く生かせなかった。

◆A市の支援を受けたX市職員の言葉

多くの支援者の中、災害支援を経験したA市職員が最も頼りになった。

一度、被災地での支援活動を経験するのとしないのでは、大きな差があることが分かった。

＜平時からできること＞

学ぶ
（座学・フィール

ドワーク）

実践
（訓練・被災地

支援）

評価・改善
（マニュアル・
裏マニュアル）

体系化
（マニュアル）

平時
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「災害支援といっても特別なことはなく、普段の仕事の延長線上にある」

「普段できていなことは、災害時にもできない」

しかし

「普段できているからといって、災害時にできるとは限らない」

「“災害”という状況にいる“人”をどのように見るのか」

（Person in Situation）

平時

東日本大震災で支援活動を行ったソーシャルワーカーから



崩壊（ collapse）
への介入

危機（crisis)
への介入

混乱（confusion)
への介入

葛藤（conflict)
への介入

４Csへの介入

遠藤洋二（2013）「被災者の生活再建に寄り添うソーシャルワーク実践に関する一考察 : 学生と共に考える「災害ソーシャルワーク」 (特集 東日本
大震災後の生活再建に向けて)」『人間福祉学研究 6(1)』、関西学院大学人間福祉学部研究会、p.p 19-31 20

災害という状況にいる人々への介入（支援）

発災時
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避難所の暮らし：TKBとは

ＴＫＢは、「トイレ・キッチン・ベッド」の略です。
提言をまとめたのは、避難所・避難生活学会の医師や専門家たち。避難所生活が原因の災害関連死が相次い
だことを受けて、ＴＫＢの必要性を感じたといいます。
提言では、「快適で十分な数のトイレ」「温かい食事」「簡易ベッド」の提供が必要だとしています。裏を返せば、今
の避難所では、「不便で不潔なトイレ」「冷たい食事」「床での雑魚寝」が課題だということです。

(NHK:https://www3.nhk.or.jp/news/special/saigai/select-news/20190617_01.html)

阪神淡路大震災 西日本豪雨

発災時
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避難所における疾病・関連死を予防する取り組み

発災時



無作為に選んだ18歳以上の熊本市民 5,000人を対象に郵送によるアンケートを行ったところ、2,438
人からの回答

前震と本震の避難場所で最も多かった場所

車中 39％

熊本日日新聞
2016年10月7日 社説『射程』より

指定避難場所 21％

マイカー 26％
指定避難場所の敷地内にマイカー 13％

23

住民の避難行動

発災時

＜避難所を利用しない様々な理由＞
・疾病、障がい
・ペット
・生活環境 などなど
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避難所支援の視座

受援力

組織化

分断回避

自立と依存

ストレングス
エンパワメント

発災時

住民・避難者を核とした運営
（集団による管理）

ボタンティア・専門職
の支援受入態勢の構築

避難者の力を引き出す
（“弱き人”ではない）

共に“助け”・“助けられる”関係性

頑張りすぎない
頼りすぎない

人・組織・地域の“強み”を生かす
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情報収集・提供

東日本大震災：宮城県山田町 九州北部豪雨：福岡県朝倉町

膨大な情報の
取捨選択

膨大な情報の
取捨選択

ＳＮＳ時代の
情報

ＳＮＳ時代の
情報

情報弱者
への配慮
情報弱者
への配慮

情報アクセス
の工夫

情報アクセス
の工夫

行政情報
の通訳

行政情報
の通訳

情報利用
の支援

情報利用
の支援

発災時
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要援護者・要配慮者への対応

ニーズへの
対応

・見えない障がいや生きづらさ
・SOSを出さない人も多い
・発見、対応のための専門職者

高齢者

身体
障がい者

知的・精神・発達
障がい者

病者

妊婦

乳幼児とその保護者その他生活上の支援
が必要な避難者
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要援護者ごとの配慮事項 １

ニーズへの
対応
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要援護者ごとの配慮事項 ２

神戸市：災害時における要援護者支援方針
https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/shise.html

ニーズへの
対応
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感染症と避難所運営（兵庫県）
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過去の震災から学ぶ（見えにくい要配慮者）

熊本市男女共同参画センターはあもにい：
http://harmony-mimoza.org/news/2021/07/book.html

ニーズへの
対応
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被災者（避難者）の心情を理解する

１．茫然自失期（災害直後）

恐怖体験のため無感覚、感情の欠如、茫然
自失の状態となります。 ¡自分や家族・近隣の

人々の命や財産を守るために、危険をかえり
みず行動的と なる人もいます。
２ ハネムーン期

劇的な災害の体験を共有し、くぐり抜けてき
たことで、被災者同士が強い連帯 感で結ばれ

ます。援助に希望を託しつつ、がれきや残骸を
片づけ助け合います。 被災地全体が暖かい
ムードに包まれます。
３ 幻滅期

災害直後の混乱がおさまり始め、復旧に入
る頃 ¡被災者の忍耐が限界に達し、援助の遅
れや行政の失策への不満が噴出します。

人々はやり場のない怒りにかられ、けんかな
どトラブルも起こりやすくなりま す。飲酒問題も
出現します。 被災者は自分の生活の再建と個

人的な問題の解決に追われるため、地域の連
帯 感は失われる場合もあります。

東京都福祉保健局：災害時の「こころのケア」の手引き

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/tamasou/sonota_jouhou/saigaitaisaku.files/saigai.pdf

４ 再建期
復旧が進み、生活のめどがたち始める頃 ¡地域づくりに積極的

に参加することで、生活の再建への自信が向上します。 フラッ

シュバックは起こりえますが徐々に回復してゆきます。ただし、復
興から取り残されたり精神的支えを失った人には、ストレスの多
い 生活が続きます。

ニーズへの
対応
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福祉避難所の課題

ニーズへの
対応

○住民への周知
指定福祉避難所が何処にあるのか、対象者も住民も知らない

○支援者の確保
概ね10人の要配慮者に１人の生活相談員（要配慮者に対して生活支援・心のケア・相談等を行う

上で専門的な知識を有する者）等の配置
○移送の課題

広域避難の交通手段・燃料の確保
○ スクリーニングの課題

福祉避難所への避難順位の判断
○ 多様な要配慮者への対応の課題

多様なニーズを持つ被災者へのきめ細かな対応

内閣府：福祉避難所の確保・運営ガイドライン（2016年）
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/r3_hinanjo_guideline.pdf（改訂版）

福祉避難スペースの検討
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福祉避難スペース

ニーズへの
対応

神戸市：災害時における要援護
者支援方針
https://www.city.kobe.lg.jp/a390
67/shise.html
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熊本学園モデルに学ぶ

避難所の
解消

東京都社会福祉協議会：福祉実践事例ポータル
http://fukushi-portal.tokyo/archives/60/

＜ポイント＞
(1)地域に根差した大学として地域住民の避難を校舎に受入れるとともに、福祉避難所を開設した。
(2)障害のある学生を多く受入れ、バリアフリーだった、地域の団体と連携した授業を行っていた。
(3)教員、学生、施設職員、地域のボランティアがそれぞれの力を活かして福祉避難所を運営した。
(4)災害支援を経験した学生が成長した。
(5)避難所を出る不安がある。アパート探しも支援。目の前のことに向き合いながら、その先を見据えた支援が災害
時の福祉職の役割だ。
＜あらまし＞
平成28年熊本地震では、熊本学園大学は、前震が発生した４月14日の夜にグラウンドへ避難して来た地域住民や

学生を教室に受入れるとともに、16日の深夜に発生した本震では、教室に避難者があふれ、車いすの方が15時間も
座りっぱなしの状況となりました。16日の午後、大学はホールを開放し、そこに高齢者、障害者を受け入れることを決
断しました。以降、５月28日までの45日間にわたり、大学独自の「身近な福祉避難所（スペース）」を教員と卒業生、
在学生が一丸となり、当事者団体、応援に駆け付けた専門職、地域のボランティアとともに運営しました。ホールで
は、在宅の障害者、高齢者など56人の要配慮者が過ごしました。

社会福祉学部長の宮北隆司さんは「『目の前に起きたことに最前を尽くし、それを最後の一人まで』という精神。こ
の取組みを通じて、日常生活の中でも要配慮者が地域の中で共に暮らせれば、災害時にも身近な場所で要配慮者
が地域の人とともに避難生活を作り得ることを学んだ」と、指摘します。そして、社会福祉学部講師の吉村千恵さんた
ちは、避難所を離れる不安な気持ちを理解しながら、この帰宅支援を丁寧に行ないました。緊急時の支援から安心
した暮らしを取り戻すまでの支援が「福祉」。目の前にあることに向き合いながら、その先にある暮らしを支えるため
に先行きを見据えることが災害時の福祉専門職の役割となります。



避難所を開設するだけにとどまらず、その「質の向上」に前向きに取り組むことは、被災者の健康

を守り、その後の生活再建への活力を支える基礎となる。発災後に取り組むことは 当然であるが、
発災前の平時からの庁内横断的な取り組みが欠かせない。併せて、被災者の健康を守るための人
的資源の確保のために、「医療・保健・福祉分野」「ボランティア・NPO 団体」等、また、物的資源の
確保のために、「関係事業者団体」等と、平時より顔の見える関 係を築くことも忘れてはならない。

出典：「避難所運営ガイドライン」

（2016年4月 内閣府）より
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最後に


